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研究成果の概要（和文）：  本研究は、人権に関する子どもの態度・行動の形成につながる人権認識との内容と
その形成過程を検討することを目的として推進し、次の点を明らかにした。
  第１は、教育のデジタル化の進行は、子ども同士のつながりの意識を希薄にし、子どもの人権意識の形成を阻
害することにつながること。第２は、政府が進めている人権教育政策・道徳教育政策においては、「人権として
の教育」の視点が欠落していること、人権認識の内容は「人権尊重の精神」に限定されていること。第３は、子
どもの人権認識は、社会認識の一部であり、人間認識・生活認識と密接に関連して形成されること。

研究成果の概要（英文）：　We have conducted this research to examine the contents and its formation 
process of the child’s human right recognition which would lead to the formation of the child’s 
attitude and action on human rights. Based on this research we have clarified the following points.
1.The promotion of the government’s “digital education” would destruct child’s consciousness of 
connecting each other and disturb the formation of child’s sense of human rights.　2.The 
government’s human right policy and moral education policy lack the viewpoint of the “education of
 human rights”. Farther more they purposely limit human rights education to the mere respect of its
 spirit.　3.The child’s recognition of human rights is a part of the social recognition. It should 
be closely related to the human recognition and the life recognition. 

研究分野： 学校教育

キーワード： 人権教育　人権認識　人権感覚　同和教育

  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
  1997年以降、政府による人権教育政策が展開されてきたが、人権教育がほぼ「人権のための教育」の観点から
のみ論じられており、一面的である。また、人権認識の内容も「人間尊重の精神の涵養」といったレベルにとど
められている。
　本研究は、政府の人権教育政策では欠落している「人権として教育」という観点から人権教育を捉えることを
重視した。この観点から人権認識の内容とその形成過程を検討したもので、子どもの社会認識・人間認識・生活
認識の形成と人権認識の形成が密接に関連していること、社会認識の形成過程と並行して人権認識も形成される
ことを明らかにした。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
 
 
１．研究開始当初の背景 
 
 戦後日本の学校教育では、人権教育という概念はほとんど使われなかった。人権教育の推進を

提起したのは、地域改善対策協議会（政府の審議会）「同和問題の早期解決に向けた今後の方策

の基本的な在り方について（意見具申）」（1996 年）である。 

これ以降、政府によって人権教育政策が展開されていったが、「人権教育とは、人権尊重の精

神の涵養を目的とする教育活動」（「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」2000 年）と定

義されてきた。これでは、人権教育は、「基本的人権の尊重の精神」（人権認識）形成のための教

育として把握され、「人権としての教育」として人権教育を把握する観点を欠落させるという重

要な問題を内包していた。 

 さらに、人権認識の形成の課題についても新たな問題が生じてきた。文部科学省が設置した人

権教育の指導方法等に関する調査研究会議の「第三次とりまとめ」（2008 年）では、「基本的人

権尊重の精神」の形成にとどまらず、「具体的な態度や行動」の形成まで人権教育の目標として

設定したことである。だがこれだけでは、「認識と切り離された薄っぺらな行動を生み出す契機

をつくる」ことになりかねない。 

 したがって、この目標設定と関わって、人権に関する態度・行動の形成につながる人権認識の

内容と形成過程の研究が新たな課題として浮上してきたのである。 

 
２．研究の目的 
 
①人権教育と人権認識の形成に関する国際的な研究の到達点として、人権教育が主権者形成

の枠組みの中で構想されていること、社会認識の形成（政治教育・シチズンシップ教育など）と

関わって構想されていることを明らかにする。 

②日本の人権教育では、人権認識の内容を他の認識との関連にふれないままに論じている傾

向が強いが、子どもの人権認識は、三つの認識（生活認識・人間認識・社会認識）と関わって形

成される。人権認識とこの三つの認識の関連性を明らかにする。 

③三つの認識（生活認識・人間認識・社会認識）との関連を踏まえながら、人権に関する態度・

行動の形成につながる人権認識の内容と形成過程を明らかにする。 

 
３． 研究の方法 
 

（１）人権教育と人権認識の形成に関する国際的研究の到達点の分析―人権教育が主権者形成

の枠組みおよび社会認識の形成と関わって構想されていることを明らかにする。 

①ロンドン大学の文書館において人権教育資料の収集を行い、人権教育と人権認識の形成に

関する国際的な人権教育論の特徴を分析する。 

 ②ヨーロッパ評議会における人権教育資料の収集と関係者の聞き取りによって、ヨーロッパ

評議会における人権教育と人権認識の形成に関する人権教育論の特徴を分析する。  

（２）人権認識の形成に関する国・地方自治体の方針と自治体が作成している教育実践資料の分

析―人権感覚の形成と称して、人権認識の形成との関連性を欠いたまま人権に対する態度・

行動の形成（指導）が追求されている問題点を検討する。 

①文部科学省の人権教育関連資料を収集し、人権認識の内容と形成過程に関する人権教育の

特徴を分析する。 



 ②都道府県教育委員会の人権教育方針・教育実践資料を収集し、人権認識の内容と形成過程に

関する方針・教育実践資料の特徴を分析する。 

（３）子どもの人権認識の内容と形成過程に関する同和教育・社会科の教育実践記録と学校の教

育実践の分析―人権に対する態度・行動につながる人権認識の内容と形成過程について明ら

かにする。 

①戦後同和教育の実践記録から人権教育実践記録を収集し、人権認識の内容と形成過程につ

いて分析する。 

 ②戦後の社会科教育の実践記録から人権教育実践記録を収集し、人権認識の内容と形成過程

について分析する。 

 ③人権認識の形成を追求してきた小学校・中学校の教育実践を調査・分析する。  

④人権認識の系統的な形成につながらない参加型学習を批判的に検討する。 

 
 
４．研究成果 
 

（１）教育政策の展開と人権認識 

研究協力者の一人である八木英二が「キー・コンピテンシー再定義と新旧学習指導要領」（『部

落問題研究』第２２８輯、部落問題研究所、２０１９年３月）を発表した。ＯＥＣＤ／ＰＩＳＡ

調査の核となったキー・コンピテンシー概念とその再定義の経過を検討しながら、日本における

学習指導要領への影響と学校における子どもの認識形成の質を検討した。また、教育のデジタル

化の進行に伴い、「学ぶ者同士の協働とつながりの意識」が希薄化する危険性も指摘した（「コロ

ナ禍の教育政策と『個別最適な学び』」『部落問題研究』第２３６輯、２０２１年２月）。人権認

識の前提となる学校における子どもの認識形成の質を問題にしていることが特徴である。  

（２）道徳教育と人権認識 

道徳科の登場（２０１８年度から小学校、２０１９年度から中学校）によって、人権認識の形

成にとって人権認識と道徳認識の区別と関連に関する研究が不可欠になったことから、人権認

識と道徳認識の区別と関連をテーマにした研究会（「中学校の道徳教科書はどうなっているか」

「教科道徳に関する今後の論点」「道徳教育のベクトルを変える」「道徳科の評価をどうするか」

「対話的生き方と暴力克服の教育の可能性―道徳『特別教科』化の問題点も視野において」「民

主的な世界、日本の主体形成を考える 『公共の授業』をつくる」「道徳科の授業を『よりマシ』

にするには―『特別の教科』道徳の民主的再構成」「安倍『教育再生』と新学習指導要領」）を開

催した。この中で、道徳教育政策の展開の中で唱えられている人権認識は、実際は道徳認識の文

脈の中に位置づけられている状況を明らかにした。 

こうした研究会とかかわって、研究成果を発表した―森田満夫「道徳教育と人権としての教育」

（部落問題研究所『部落問題研究』第２２９輯、２０１９年６月）・梅田修 「人権教育をめぐる

動向と道徳教育」（部落問題研究所『部落問題研究』第２３１輯、２０２０年３月）。森田は、「人

権としての教育」は「自らの人権の本質を理解し、人権を守る能力を獲得する権利」として具体

化されるべきであることを指摘した。梅田は、第１に、人権教育の指導方法等に関する調査研究

会議「第３次とりまとめ」（２００８年）で強調されている「人権感覚」は教育内容としては設

定しがたい曖昧な概念であること、第２に、道徳教育における人権認識は 「人権尊重の精神を

養う」といった内容に集約されるものであり、「人権としての教育」に関わる認識は視野にない

ことなどを明らかにした。 

（３）戦後の同和教育・社会科教育と人権認識 



戦後の同和教育・社会科教育において、子ども人権認識の形成にかかわる実践がどのように展

開されてきたのか、またその成果は何かを検討するために資料収集と分析を進めた。 

森田満夫は、「人権としての教育」は「自らの人権の本質を理解し、人権を守る能力を獲得す

る権利」として具体化されるべきだと指摘し、その具体的実践を戦後の同和教育実践の中に見出

した（「戦後同和教育の遺産としての人権教育考」『部落問題研究』第２３８輯、２０２１年８月

刊行予定）。川本治雄は、社会認識は歴史認識・現状認識・人権認識・地理認識などの総体とし

ての認識であると規定し、人権認識は国語科における文学作品による人間認識、生活綴り方によ

る生活認識の形成と密接に関連していると指摘した（「学校教育の現状と授業実践における取り

組みの重点」『部落問題研究』第２３６輯、２０２１年２月）。 川辺勉は、新型コロナ感染症に

よって住民の中に差別的言動などが発生していることに注目し、差別的な言動が生じてくる構

図を分析した（「人権が問われながら麻痺していく人権の感覚」『部落問題研究』第２３６輯、２

０２１年２月）。この研究は、 差別意識の形成過程と人権の認識形成の研究の基盤になり得ると

の位置づけである。 
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